
経営発達支援計画の概要 

 

実施者名 

(法人番号) 

ひたちなか商工会議所(法人番号９０５０００５００２２５１) 

ひたちなか市(地方公共団体コード ０８２２１０) 

実施期間 令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

目 標 

経営発達支援事業の目標 

【地域への裨益に関する目標】 
本計画の取り組みにより、小規模事業者が魅力ある事業者に成長し、地域経済の重要

な担い手として、地域とともに持続的に成長・発展し、地域経済の活性化に貢献してい

くことを地域への裨益目標とする。 

【支援を実施すべき小規模事業者に関する目標】 

①効率がよく、質の高い事業運営を実現し、自立・自走できる小規模事業者を育成する。 

②「ひたちなか」の地域資源を経営の武器として活用し、新たな事業活動に取り組む 

意欲ある小規模事業者の成長を支援する。 

③小規模事業者の経営のＩＴ化を促進・定着させ、事業の効率化と付加価値向上を図る。 

事 業 内 容 

経営発達支援事業の内容 

 

３－1.地域の経済動向調査に関すること 

①国が提供するビッグデータの活用 ～「ＲＥＳＡＳ」地域経済分析システム 

の統計調査活用 

②管内小規模事業者を対象とした経営状況調査の実施・分析 

 

３―２.需要動向調査に関すること 

①個店の特性に即した需要動向調査 

②観光業界のｗｉｔｈ コロナに対応した再生のためのアンケート調査 

 

４.経営状況の分析に関すること  

①「経営分析」の必要性、重要性を周知のための啓発活動ツールの作成 

②小規模事業者発展のための第１歩「経営分析」の実施支援 

 

５.事業計画策定支援に関すること 

①事業計画策定セミナーの開催 ～事業計画策定企業の掘り起こし 

②事業計画の策定支援 

 

６.事業計画策定後の実施支援に関すること 

①事業計画策定後のフォローアップ 

②事業計画作成後の具体的施策利用のフォローアップ 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①各商談会等への出展（出店）支援（ＢtoＢ・ＢtoＣ） 

②ＩＴ活用による販路開拓支援「ザ・ビジネスモール」出店支援（ＢtoＢ） 

③マスメディアを使ったプレスリリース支援（ＢtoＢ・ＢtoＣ） 

 

連 絡 先 

○ひたちなか商工会議所 企業支援部 企業支援課 

〒３１２-８７１６ 茨城県ひたちなか市勝田中央１４番８号 

TEL：０２９-２７３-１３７１  FAX：０２９-２７５-２６６６ 

ｅ-mail：info@hcci.jp 

○ひたちなか市 経済環境部 商工振興課 

〒３１２-８５０１ 茨城県ひたちなか市東石川２丁目１０番１号 

TEL：０２９-２７３-０１１１  FAX：０２９-２７６-３０７２ 

ｅ-mail：shokou@city.hitachinaka.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

1.目標 

 

（１）地域の現状及び課題 

 

①現状 

 
ひたちなか市の立地 

ひたちなか市は、東京から約１１０kmの距離にあり、

茨城県の中央部からやや北東に位置し、東西約１３km、

南北約１１kmで９９．９６k㎡の面積を有している。 

 西は常磐自動車道の通る那珂市に、北は東海村に、南

は那須岳を源流とする那珂川を挟んで県都水戸市と大

洗町に接し、東は美しい碧の海の広がる太平洋に面して

約１３kmの海岸線が続いている。 

 市域は、太平洋と那珂川下流域に位置する海抜７ｍ前

後の低地地区と、阿武隈山系から南東に緩やかに傾斜し

ている那珂台地と呼ばれる海抜約３０ｍ前後の平坦な

台地地区とに分けられる。低地地区は、漁港を中心に市

街地が形成され、那珂川流域は水田地帯となっている。   

一方、台地地区は、勝田駅を中心に市街地が形成され

都市化が進行しているが、周辺は畑地も多く、また、中

小河川が市街地にくさび状に入り込み、台地縁辺部は豊

かな緑が帯状に連なっている。 

 令和２年１０月の人口は１５４,６３１人で、水戸市、

つくば市、日立市に次ぐ茨城県下４番目の規模の都市で

ある。 

  

交通は、本市から群馬県高崎市までの１５０kmをつなぐ、北関東自動車道が平成２３年３月１９

日に全線開通したほか、都市間を結ぶ主要幹線道路としては、国道６号、国道２４５号がある。鉄

道は、ＪＲ常磐線を主軸に、水戸線、水郡線が接続しており、勝田駅など４つの駅がある。常磐線

の上野―勝田駅間の所要時間は、特急で約７０分である。平成２０年４月に第三セクターとして開

業した「ひたちなか海浜鉄道湊線」が勝田駅と那珂湊駅、阿字ヶ浦駅を結び、国営ひたち海浜公園

までの延伸も計画されている。 

１,１８２ｈａに及ぶひたちなか地区開発の中核施設として建設中である重要港湾「茨城港常陸那

珂港区」では、完成した北埠頭に続いて中央埠頭の埋立てが進んでおり、平成２８年５月に水深２

ｍ耐震強化岸壁が併用されたのに続き、新たな岸壁の準備が進められている。  

 

ひたちなか市の人口 

 

当市は平成６年に旧勝田市と旧那珂湊市が合併して誕生したが、合併時１４６,９８８人であっ

た人口は、平成２４年の１５７,１５３人をピークに減少に転じ、令和１年１０月１日時点では 

１５５,０８０人となっている。旧勝田市域においては現在も増加が続いているが、旧那珂湊市域

における減少が進んでいることが原因となっている。（各年１０月１日現在) 

世帯数で見ると合併時４８,７６１であった世帯数は令和１年６４,２４５と世帯分離が進んで

いる。また年齢区分別人口割合は令和１年１０月 1日現在、年少人口１３.４％・生産年齢人口６

図表１ ひたちなか市の位置 
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１.１％・老齢人口２５.５％の構成であり、老齢人口の割合は増加し続けている。 

 

ひたちなか市の産業 

 

ひたちなか市の事業者数 

経済センサスの調査によると、ひたちなか市の事業者数は全業種とも東日本大震災(平成 23

年)の影響により大きな落ち込みを見せた。その後、事業者数は微増したが、震災前の水準には

回復していない。 

産 業 別 

事業者数 

平成２１年 平成２４年 平成２６年 平成２８年 

実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 

総    数 6,034  100.0  5,415 100.0  5,675  100.0  5,383  100.0  

農林漁業 9  0.1  9  0.2  9  0.2  9  0.2  
鉱業 ‐  ‐  ‐  ‐  1  0.0   -  ‐  
建設業 629  10.4  566  10.5  571  10.1  538  10.0  

製造業 436  7.2  403  7.4  414  7.3  389  7.2  
電気・ガス・熱供給 

水道業 
10  0.2  2  0.0  10  0.2  6  0.1  

情報通信業 87  1.4  77  1.4  69  1.2  67  1.2  

運輸業、郵便業 137  2.3  137  2.5  141  2.5  144  2.7  

卸売業、小売業 1,662  27.5  1,490  27.5  1,494  26.3  1,451  27.0  

金融業、保険業 73  1.2  65  1.2  63  1.1  67  1.2  

不動産業、物品賃貸業 260  4.3  274  5.1  261  4.6  253  4.7  
学術研究、専門・ 

技術サービス業 
209  3.5  176  3.3  192  3.4  186  3.5  

宿泊業、 

飲食サービス業 
905  15.0  820  15.1  845  14.9  805  14.9  

生活関連サービス業、娯楽

業 
670  11.1  592  10.9  621  10.9  595  11.0  

教育、学習支援業 278  4.6  187  3.5  251  4.4  192  3.6  

医療、福祉 327  5.4  323  6.0  383  6.8  386  7.2  

複合サービス事業 29  0.5  22  0.4  27  0.5  26  0.5  
サービス業(他に分類され

ないもの)公務 
284  4.7  272  5.0  292  5.1  269  5.0  

（他に分類されないもの） 29 0.6 ‐  ‐  31  0.5  ‐  ‐  

 

      区  分 
世帯数 

人     口 １世帯当り

の人口   年 総  数 男 女 

１６ 56,148  153,250  77,149  76,101  2.7  

〇１７ 56,319  153,639  77,331  76,308  2.7  

○２２ 60,268  157,060  79,046  78,014  2.6  

★２４(ピーク時) 61,580 157,153 79,163 77,990 2.6 

○２７ 61,196  155,680  78,286  77,394  2.5  

２８ 62,025 155,884 78,514 77,370 2.5 

２９ 62,846 155,970 78,701 77,269 2.5 

３０ 63,584 155,681 78,636 77,045 2.4 

０１ 64,245 155,080 78,404 76,676 2.4 

資料：国勢調査、常住人口(注)  ○は、国勢調査数値 
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ひたちなか市の従業者数 

  

従業員数の動向は事業者数と同様に、東日本大震災の影響で一時落ち込みを見せたが、その後

多少持ち直したものの、長期的に見れば減少傾向であるといえる。その中で建設・製造業の従業

員数の減少が顕著である。小売業において店舗数は減少しているものの大型店出店により逆に微

増している。 

 

産 業 別 

従業員数 

平成２１年 平成２４年 平成２６年 平成２８年 

実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 

総    数 74,662 100.0  64,749 100.0  72,873 100.0  67,361  100.0  

農林漁業 80 0.1  61 0.1  78 0.1  147  0.2  

鉱業 ‐  ‐  ‐  ‐  3 0.0  ‐  ‐  
建設業 4,147 5.6  3,790 5.8  3,741 5.1  3,563  5.3  

製造業 23,573 31.6  20,514 31.7  21,955 30.1  19,350  28.7  
電気・ガス・熱供給 

水道業 133 0.2  14 0.0  193 0.3  76  0.1  

情報通信業 2,065 2.8  1,910 2.9  1,573 2.2  1,712  2.5  

運輸業、郵便業 3,350 4.5  3,306 5.1  3,233 4.4  3,286  4.9  

卸売業、小売業 13,437 18.0  12,392 19.1  12,754 17.6  13,315  19.8  

金融業、保険業 985 1.3  953 1.5  902 1.2  905  1.3  

不動産業、物品賃貸業 909 1.2  817 1.3  909 1.2  918  1.4  
学術研究、専門・ 

技術サービス業 1,733 2.3  1,161 1.8  2,494 3.4  3,022  4.5  
宿泊業、 

飲食サービス業 6,651 8.9  6,391 9.9  6,391 8.8  6,093  9.1  
生活関連サービス業、娯楽

業 3,461 4.6  3,068 4.7  3,435 4.7  3,103  4.6  

教育、学習支援業 3,677 4.9  1,079 1.7  3,423 4.7  1,069  1.6  

医療、福祉 5,084 6.8  5,093 7.9  6,206 8.6  6,328  9.4  

複合サービス事業 333 0.5  245 0.4  605 0.8  549  0.8  
サービス業(他に分類され

ないもの)公務 3,842 5.1  3,955 6.1  3,672 5.0  3,925  5.8  

（他に分類されないもの） 1,202 1.6  ‐  ‐  1,306 1.8  ‐  ‐  

資料：平成２１年経済センサス-基礎調査  ７月１日現在 

平成２４年経済センサス-活動調査  ２月１日現在 (注)公務を除く 

      平成２６年経済センサス-基礎調査  ７月１日現在 

      平成２８年経済センサス-活動調査  ６月１日現在 (注)公務を除く 
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市内企業における景況感 

  

当所調査による市内中小企業景況調査の結果、令和元年におけるひたちなか市内の景況感は以下

の通りである。建設業においては雇用の確保、製造業は資金繰り、小売業において利益率低迷の問

題など、構造的な問題点がありその要因に伴う景況感であったが、新型コロナウイルス感染症の拡

大に伴い、その景況感は一転している。悲観的な見方も根強く、全業種において手探りの状態とな

っている。 

Ⅰ売 上 

  平成 30年度 令和元年度 

 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3 

建設業 -18.2  -12.5  -25.0  11.1  -7.1  25.0  14.3  

製造業 -9.1  30.0  -33.3  -57.1  -50.0  -54.5  -70.0  

小売業 -20.0  33.3  -50.0  -50.0  0.0  -55.6  -57.1  

サービス -11.1  -9.1  -50.0  -11.1  9.1  18.2  11.1  

卸売業 0.0  50.0  0.0  33.3  33.3  -33.3  66.7  

全業種 -13.9  8.6  -37.0  -28.9  -13.6  -14.0  -27.3  

 

Ⅱ採 算 

  平成 30年度 令和元年度 

 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3 

建設業 -54.5  -25.0  -25.0  0.0  0.0  0.0  14.3  

製造業 -9.1  10.0  -33.3  -35.7  -33.3  -36.4  -60.0  

小売業 -40.0  -16.7  -33.3  -33.3  28.6  -11.1  0.0  

サービス -22.2  -18.2  -50.0  -11.1  -9.1  -9.1  -11.1  

卸売業 50.0  50.0  0.0  33.3  0.0  -33.3  33.3  

全業種 -30.6  -11.4  -33.3  -21.1  -6.8  -14.0  -18.2  

 

Ⅲ資金繰り 

  平成 30年度 令和元年度 

 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3 

建設業 -18.2  -12.5  -25.0  -22.2  -28.6  16.7  0.0  

製造業 9.1  20.0  -11.1  -28.6  -25.0  -9.1  -20.0  

小売業 0.0  16.7  -50.0  -16.7  14.3  -11.1  -14.3  

サービス -22.2  -18.2  -50.0  -22.2  -36.4  0.0  -11.1  

卸売業 0.0  0.0  0.0  33.3  0.0  -50.0  0.0  

全業種 -8.3  0.0  -29.6  -23.7  -22.7  0.0  -12.1  
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Ⅳ業 況 

  平成 30年度 令和元年度 

 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3 

建設業 -27.3  -25.0  12.5  0.0  -14.3  16.7  14.3  

製造業 -9.1  20.0  -33.3  -42.9  -41.7  -36.4  -50.0  

小売業 -40.0  16.7  -33.3  -33.3  14.3  -11.1  -28.6  

サービス -33.3  -9.1  -50.0  0.0  -18.2  -27.3  -44.4  

卸売業 50.0  50.0  0.0  33.3  0.0  0.0  -33.3  

全業種 -25.0  0.0  -22.2  -21.1  -18.2  -14.0  -30.3  

 資料：令和元年度ひたちなか商工会議所景況調査 

 

産業別の現状 

 

商 業 

   

勝田駅前を中心とする表町商店街、旧那珂湊市地区における那珂湊本町通り商店街が中心であっ

たが、近年大手チェーン店の出店やひたちなか地区（旧米軍射爆撃場跡地）への大型商業施設の出

店が相次ぎ、事業者数は長期的には減少傾向ながらも近年微増がみられている。大型店の比率は

3.50％であり、本県全体から見てもその大型店舗の出店数は４位と高くなっている。 

 

ひたちなか市事業者数、売場面積、従業員数の推移 

区  分 商店(事業所)数 売場面積（㎡） 従業者数（人） 年間販売額（百万円） 

昭和５１年 2,116  78,372  7,509  85,351  

  ５４  2,267  89,318  8,366  138,639  

  ５７  2,428  106,603  9,534  195,551  

  ６０  1,874  126,616  9,868  227,820  

  ６３  1,847  125,211  9,581  244,472  

平成 ３年 1,959  143,957  10,157  312,609  

   ６  1,868  152,015  11,059  342,005  

   ９  1,824  166,398  11,816  356,046  

  １１  1,912  211,065  13,596  444,110  

  １４  1,730  213,167  12,488  361,945  

  １６  1,674  224,080  12,653  352,671  

  １９  1,534  230,697  11,614  358,909  

  ２４  1,120  206,967  8,609  273,573  

  ２６  1,154  237,473  9,348  296,205  

  ２８  1,247  230,417  11,311  355,600  
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工 業 

 

旧勝田市地域では、電機機械、精密機器、紙製品、旧那珂湊市地域は水産加工業を主体とした食

品製造関係水産業を基幹として発達し、特にタコの加工高では全国１位となっている。これら既存

の産業に加え、輸出用の建機の生産など、今後も県内有数の工業都市として躍進していくことが期

待されている。 

  

区    分 事業所数 従業者数 
原材料使用額等 

（万円） 

製造品出荷額等 

（万円） 

平成２２年 238 20,928 58,228,374 92,514,386 

平成２３年 210 19,616 55,822,358 94,963,505 

平成２４年 224 20,628 67,661,147 95,780,252 

平成２５年 215 19,979 63,104,111 82,635,326 

平成２６年 213 19,255 57,269,934 88,012,713 

平成２７年 223 20,265 55,521,948 87,346,290 

平成２８年 210 20,878 50,766,304 86,409,266 

平成３０年 205 22,611 59,708,616 100,199,855 

 

 

※平成 30年度における製造品目別内訳 

 

区    分 事業所数 従業者数 
原材料使用額等 

（万円） 

製造品出荷額等 

（万円） 

食料品     48 1,781 3,510,053 4,942,770 

飲料･たばこ･飼料 - - - - 

繊維 - - - - 

木材・木製品 5 160 324,909 458,936 

家具・装備品 4 29 16,136 39,980 

パルプ･紙･紙加工品 8 710 2,605,471 3,358,315 

印刷・同関連業   5 61 22,679 50,483 

化学 4 110 224,982 485,594 

石油・石炭製品 - - - - 

プラスチック製品  10 343 381,299 826,055 

ゴム製品  1 25 × × 

なめし革･同製品･毛皮 - - - - 

窯業・土石製品  9 424 376,267 633,819 

鉄鋼 4 81 164,514 316,949 

非鉄金属 1 7 × × 

金属製品 20 734 598,193 1,562,210 

はん用機械 8 832 2,420,584 3,469,839 
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資料：ひたちなか市企画調整課 

 

 

②課題 

 

Ⅰ 市内における事業者数の減少への対応 

事業所数５,３８３件、従業者数６７,３６１人（平成２８年,農林漁業・公務を除く）と平成

２１年より事業所数で△６５１件、従業者数で△７,３０１人となっており、全体的な減少傾向

の中、特に小規模事業者は大型店との競争激化、高齢化、後継者問題による事業継続意欲の縮

小により廃業をする者が多くなっている。 

このような状況の中、地域経済基盤の維持・強化のためにも事業者数減少に歯止めをかける

べく、新たな事業展開による事業の継続や事業承継、新規創業者の増加を推進していくことが

急務となっている。 

 

Ⅱ 商業における課題 

 

商業の分野では既存商店においては,競合大型店やＥＣに対抗するために、経営改善を行い、

生き残りをかけた新たな仕掛けが必要である。時代に即した購買ニーズをいち早くキャッチし,

新たな販路開拓を企画立案することを苦手とする小規模商業事業者が多く,販路開拓や高付加

価値商品の開発、大型店にない市場での存在価値の創造が緊急の課題となっている。またＩＴ

化の進展によりキャッシュレスの普及など商業においてもＩＴ化の導入活用は避けて通れない

課題であり、円滑で有効な活用が求められている。 

 

 

国営ひたち海浜公園入園者状況 

区   分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 
平成３１年 

令和元年 

  １月 35,497  43,952  41,426  39,845  43,357  

  ２ 22,453  28,183  29,551  29,935  26,268  

  ３ 93,776  97,375  106,397  102,346  94,831  

  ４ 269,035  411,142  443,697  635,588  542,236  

  ５ 579,150  396,679  640,087  280,657  538,285  

  ６ 59,282  59,169  63,626  53,079  47,082  

  ７ 52,573  67,749  64,789  51,392  43,221  

  ８ 357,814  368,586  404,982  431,537  458,981  

  ９ 138,017  67,252  94,741  93,718  95,162  

 １０ 387,608  403,546  267,169  447,611  268,135  

 １１ 89,375  87,577  89,060  101,008  100,190  

 １２ 34,304  39,458  37,784  36,315  31,393  

合   計 2,118,884  2,070,668  2,283,309  2,303,031  2,289,141  
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Ⅲ 工業における課題 

 

工業の分野では市内の中小企業の経営基盤の強化を支援するため、融資・相談支援機能等の

充実が求められている。また、当地は日立製作所の企業城下町であるが故に、下請け要素が強

く高度な技術を有しながらも部品加工業が多く、完成品（商品）を有する企業が少ない。中小

企業競争力維持のための先端技術への対応や人材の確保・育成も課題であり、教育研究機関が持

つ知的資源が、地域企業の新技術、新製品開発に活用されることが期待され、生産技術等の革新及

び設計・開発力の強化、ＩＯＴやＡＩなどを活用した生産性の向上を図るとともに、品質向上と、他社との

差別化により、既存の枠にとらわれない国内外も含めた販路開拓が必要となっている。 

 

Ⅳ 観光業における課題 

 

当市にある「国営ひたち海浜公園」は広域から多くの人が訪れる観光地としての地位を築き

つつあるが、アクセス面での利便性の高さから日帰りやピンポイントでの利用など様々な方面、

立場の来訪者のニーズへの対応が不十分であり、その対応が求められている。具体的には様々

な価格帯の宿泊施設や地場産品を一括で購入出来る土産物屋などへの対応の遅れから好機を逃

している事例が見受けられる。また、目的の施設のみで各拠点間の連携が悪く、連携すること

により潜在能力を発揮できる地域でもある。観光の分野においては特に地区外への発信が主体

であるため、ＩＴの導入・活用はもはや必須の取り組むべき課題であり有効活用が求められて

いる。また新型コロナウイルス感染症拡大の影響による観光客の減少を回復させることととも

にＷｉｔｈコロナ期における取組対応を図ることが、緊急の課題である。 

 

  Ⅴ 小規模事業者の現状と課題 

     

大手企業の構造改革推進や大型小売店舗との競合激化等から、小規模事業者を取り巻く経営

環境はより厳しさを増している。また、経営者の高齢化や後継者難から経営の継続が困難とな

り廃業等を検討する事業者も多く存在するなど、市内の小規模事業者の減少に歯止めがかから

ない状況である。加えて、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、小規模事業者の事業環境

は激変し、事業活動そのものに変革を余儀なくされる場合も少なくない。 

こうした中、徹底した伴走支援により小規模事業者の経営改善を進め、大型小売店舗等との

差別化を図ることで、小規模事業者の経営基盤の強化を支援していくとともに、新技術･新商品

の開発、販路開拓により取引先を増やし、経営基盤の安定化を図ることが急務である。また、

小規模事業者の経営力を高めるため、ITを活用した生産性を向上させる取り組みを支援する必

要がある。さらに、新規創業者や若手後継者の育成を支援するなど，地域経済の新たな担い手

の育成強化を促進していくことも喫緊の課題である。地域経済基盤の維持・強化のためにも小

規模事業者の自立的な成長発展を促進し、事業者数減少に歯止めをかける必要がある。 

 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

 

①１０年程度の期間を見据えて 

にぎわいのある産業の発展と共に、当市が産業と生活の調和の取れた都市を目指していく中

で、当市の産業の根幹である小規模事業者が、自らの意思でその経営理念に基づき、地域や市

場の中で自身の役割を理解し、顧客のニーズを確実に捉えた、戦略的視点をもって、その目的

達成のために計画を立案実行することのできる魅力ある事業者に成長していくことを目指す。 

また当地区においても風水害などの自然災害、新型コロナウイルス感染症拡大により、観光

業を中心に大きな打撃を受けており、被害を受けながらも前向きに取り組む小規模事業者が、

これからの１０年の間に新しい生活様式を取り入れた事業展開を図り、ＢＣＰ（事業継続計画）

策定をはじめとした支援を行いながらアクシデントにも強い地域経済の担い手として、将来に
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亘って持続的に成長・発展を遂げる必要がある。 

 

②ひたちなか市の総合計画との連動性・整合性 

ひたちなか市では第３次総合計画において当市の将来都市像として「世界とふれあう 自立協

働都市 ～豊かな産業と いきいきとした暮らしが広がる元気あふれるまち～」と掲げ、当市の

産業に関して以下の通りのビジョンを示している。 

「本市の恵まれた地理的優位性を最大限に活かし、企業誘致に取り組み、新たな雇用を創出

するとともに、本市の多様な産業が持続的に発展するよう、産業基盤の強化や、産業を支える

人材、新たな担い手の育成に努めるほか、職住近接のまちづくりに取り組む必要がある。また、

本市の豊かな観光資源を最大限に活かし、公共交通体系の整備などと合わせて、交流をさらに

推進し、にぎわいの創出に取り組む必要がある。」本計画では小規模事業者の経営基盤の強化を

図ったうえで、当市固有の様々な魅力や地域経済を有効活用した新しい事業を創出し、小規模

事業者が持続的に成長・発展していくことを目標としているため、市の総合計画との連動性、

整合性はとれている。 

 

③ひたちなか商工会議所としての役割 

当所は、地域唯一の総合経済団体として、市内中小企業・小規模事業者の発展と地域の活性

化のために、強力なリーダーシップを発揮し、小規模事業者が抱える多種多様な経営課題につ

いて、その問題の解決に向け、意欲的に事業に取り組み、自律的に突き進む小規模事業者のそ

ばに寄り添ってその支援を継続的に行い、事業計画の策定・実施・フォローアップ等の支援を

定期的に実施していく。また、社会・経済情勢の変化に伴い、小規模事業者が直面する高度な

課題についても決してあきらめず、様々な支援機関と連携ネットワークを最大限に利用し、そ

の解決策や打開策を導き出す努力を怠らない“小規模事業者の最後のよりどころ”となること

が当所の役割である。 

 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

  

地域の現状及び課題、小規模事業者の長期的な振興の在り方を受けて、令和３年度から７年度

までにおいて以下の目標を設定し、後述の経営発達支援事業を通じて実現してゆく。 

 

【地域への裨益に関する目標】 

本計画の取り組みにより、小規模事業者が魅力ある事業者に成長し、地域経済の重要な担い手

として、地域とともに持続的に成長・発展し、地域経済の活性化に貢献していくことを地域への

裨益目標とする。 

 

【支援を実施すべき小規模事業者に関する目標】 

 

①効率がよく、質の高い事業運営を実現し、自立・自走できる小規模事業者を育成する 

経営分析から事業計画の策定・実施、販路開拓まで伴走型支援を徹底して行うことを通して、

経営計画に基づく小規模事業者の効率がよく質の高い経営を実現し、その結果として、小規模事

業者の売上・利益の増加を目指す。 

 

②「ひたちなか」の地域資源を経営の武器として活用し、新たな事業活動に取り組む意欲ある小

規模事業者の成長を支援する 

当地区にある地域資源をブラッシュアップして、「ひたちなか」ブランド力の強化・向上を図

ることで、自社の経営の武器として「ひたちなか」の地域資源を生かした新たな事業活動に取り

組む意欲に溢れた小規模事業者の成長を支援し、地域経済全体の底上げを実現していく。 
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③小規模事業者の経営のＩＴ化を促進・定着させ、事業の効率化と付加価値向上を図る 

 小規模事業者に対し、ＩＴの導入と活用を進め、経営のＩＴ化を促進・定着させることで、事

業の効率化と付加価値向上図る。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

２.経営発達支援事業の実施期間、目標達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和３年４月１日～令和８年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 

【地域への裨益に関する目標】 

 

本計画の取り組みにより、小規模事業者が魅力ある事業者に成長し、地域経済の重要な担い手

として、地域とともに持続的に成長・発展し、地域経済の活性化に貢献していくことを地域への

裨益目標とするため、経営指導員は計画等に取り組む小規模事業者と、ひたちなか市とが相互補

完を図りながら成長していくことを念頭に、これらの計画等の伴走支援に取り組む。 

 

【支援を実施すべき小規模事業者に関する目標】 

 

①効率がよく、質の高い事業運営を実現し、自立・自走できる小規模事業者を育成する 

強固な事業継続・発展の意思を持っているが、経営理念や経営戦略等が未整理のため効率の

上がらない小規模事業者に対し、経営指導員等が経営分析、事業計画の策定等を通じて、小規

模事業者の問題点を整理し、その道筋を示しながら各種事業の取り組みに寄り添う。自ら掲げ

た目標達成のため、効率よく事業に取り組み、具体的数値の結果を出すことを常に意識して取

り組み、その目的から逸脱することがないよう、各種支援を行っていく。今回の実施期間にお

いて当所は経営発達支援計画の初回であり、５年という実施期間を通じて今後も継続的で有益

な支援ができるよう、計画の定着を意識して実施していく。小規模事業者には自らのペースで

事業等の遂行においては効率性の向上を常に念頭に置き、最終的には各種事業が円滑に遂行で

きるように自ら考え、行動する自立・自走できる小規模事業者の育成を目指す。これらの事業

に伴走する経営指導員等は組織一丸となって新しいアイディアや情報収集、自己研鑽に努め、

内容の難解な取り組みに関しては専門家と連携し、助言等を得ながらその目的達成に努める。 

 

  ②「ひたちなか」の地域資源を経営の武器として活用し、新たな事業活動に取り組む意欲ある 

小規模事業者の成長を支援する 

当地区にある全国でも有名な農産物「ほしいも」や太平洋に面していることによる豊かな水

産資源やいまや国際的な関心の高い「国営ひたちなか海浜公園」の壮大な景観など、当地区に

は様々な地域資源がある。このような「ひたちなか」の地域資源を経営の武器として活用し、

新たな事業活動に取り組む意欲ある小規模事業者の事業計画を積極的に支援することで、域内

外の需要獲得を図る。また、当所ではこれらの地域資源の対外へのＰＲやそれを生かした取り

組みに注力しているところであるが、当所が中心となって魅力ある当市の地域資源ごとに結成

されている各種委員会とも連携しながら、今後の新たな事業や新商品開発などの提案等を積極

的に行い、「ひたちなか」ブランド力の強化・向上を通じて、地域経済全体の底上げを図る。 

 

③小規模事業者の経営のＩＴ化を促進・定着させ、事業の効率化と付加価値向上を図る 

小規模事業者にとって、社内の業務効率化を図る上でＩＴを活用した経営手法の導入は大変

有益であると同時に、顧客や得意先等外部との関わりにおいても、ＩＴの活用は経営上不可欠

なツールである。特に、新型コロナウイルス感染症拡大などの影響により、従来の事業活動に

変革を余儀なくされる中、その必要性は日増しに高まりを見せている。このようなＩＴを活用

した経営への取り組みに意欲的であるが、ＩＴを不得手としている、又はその導入に対して二

の足を踏んでいる小規模事業者に対し、経営指導員が伴走して、ＩＴの具体的な活用が有効な

シーンにおいて積極的活用を促し、その定着化を図ることで、小規模事業者の事業の効率化と

付加価値経営の実現を支援する。 
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３－１. 地域の経済動向調査に関すること  

 

（１）現状と課題 

地域内の中小企業景気動向について、日本商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）調査等につい

ては会議所会報を通じて会員事業所にのみ情報発信をしている。またビッグデータ等については

各機関から提供はされているものの、特に当地区における情報の集約や内容の精査がされていな

かった。このため従来行っている調査について、その内容を充実させ、ビックデータの内容も含

んだ調査を実施する必要がある。 

 

（２）目標 

支援内容 現状 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

「ＲＥＳＡＳ」の 

統計調査分析※ 
未実施 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 

地域独自の景気動向調査 

分析発表 

（サンプル企業数） 

年４回 

（１５） 

年４回 

（３０） 

年４回 

（３０） 

年４回 

（３０） 

年４回 

（３０） 

年４回 

（３０） 

※データ更新のタイミングで行う。 

 

（３）事業内容 

 

①国が提供するビッグデータの活用 ～「ＲＥＳＡＳ」地域経済分析システムの 

統計調査活用 

 

当地域で事業を展開する小規模事業者の発展のため、経営指導員等により、「ＲＥＳＡＳ」地

域経済分析システムを使って国によって発表されているデータから当地域の産業構造、人口動態

等を分析し、そのデータをまとめ、年１回公表する。 

 

【目的】 

小規模事業者に全国的なデータの中から地域経済に関係する情報を提供する。また市をはじ

めとする当地域の関係者に対し、共通の課題認識の醸成を行い、地域における課題と対応策を

検討するための土台とする。 

 

【活用システム】  

「ＲＥＳＡＳ」地域経済分析システム 

 

【調査内容】 

「人口マップ」「まちづくりマップ」････人口の動きを分析 

「地域経済循環マップ」・･･････････････生産分析 

「産業構造マップ」・･･････････････････地域における基幹産業の分析 

「観光マップ」･･･････････････････････目的地や宿泊等による分析 

 

【分析手法】  

経営指導員等による調査チームにより協議をしながら、調査レポートを作成する。 

 

【アウトプット】 

業種ごとの特徴（強み・弱み）が、表やグラフによって容易に理解できる。 

フォーマットを工夫し、分析結果をレポートとして提供する。 
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【調査頻度】  

当システムの当該データが発表されるタイミングで収集を行い、データを取りまとめ、分

析を行って原則年１回公表する。 

 

②管内小規模事業者を対象とした経営状況調査の実施・分析 

 

現在実施している日本商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）調査の調査票に独自項目を追加し、

調査対象事業者の業種バランスを工夫しながら事業者数を増やし、管内の小規模事業者の景気動

向の従来の調査を行いながら、独自の見解を加えた分析を行う。  

 

【目的】 

小規模事業者に対し地域経済の生の声を提供する。また、市をはじめ関係者が共通の課題

認識を持つために、地域における課題と対応策を検討するための土台とする。 

 

 【調査対象】  

従来の対象事業より業種ごとのバランスを取り、現在の調査対象を拡大し、全 30 事業者を

抽出し、調査を依頼する。  

 

【調査項目】 

 (a)売上 (b)採算（利益） (c)資金繰り (d)景況感 (e)従業員数の変化 (f)設備投資の有無 

 (g)経営上の問題点など  

 

【調査頻度】 

年 4 回実施  

 

【調査方法】  

経営指導員等が、バランスを考慮して選定した事業者に対し FAＸ等にて調査票を配布し

回収する。  

 

【分析手法】 

上述した調査チームが外部専門家と連携しながら分析する。収集したデータを、小規模事

業者にとって役に立つ情報として活用可能なものとする。  

 

【アウトプット】 

 業種ごとの特徴（強み・弱み）が、表やグラフによって容易に理解できるようフォーマット

を改善し、分析結果をレポートとして提供する。 

 

（４）成果の活用 

 

Ⅰ情報収集・調査・分析した結果を当所ホームページに掲載し、管内事業者の事業運営の基礎 

資料として広く活用出来るようにする。 

 

Ⅱ経営指導員による企業面談時の際の課題の掘り起こしや事業計画など各種計画策定時の基礎 

資料として有効活用を図る。 

 

Ⅲ当所内で情報の共有が図れるよう電子データ化を行い、幅広い用途での２次利用を積極的 

に推進する。(現状認識の同一化) 
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３－２．需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

小規模事業者が自らの新商品・新役務を開発する場合、需要の動向を把握することは必須の事

項であるにもかかわらず、その重要性を認識していない場合や漠然とした理解はあるが、具体的

実行にあたって、調査の手法がわからず、具体的な調査に着手できていない場合が多いというの

が現状である。また、その個社にとって必要なデータは様々なものがあり、一般的な調査結果で

は、その企業にマッチした情報を得難いという場合も少なくない。そのため、当事業では事業者

の需要動向調査の重要性の理解を深めるとともに、その具体的実施に当たり、情報収集からその

活用に向けて経営指導員が一貫して寄り添い、支援を実施していく 

 

（２）目標 

 

支援内容 現状 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

①調査対象 

事業者数 
未実施 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

②調査対象 

事業者数 
未実施 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

  ※事業計画策定支援している事業者のうち、調査が有効であると思われるもの。 

 

（３）事業内容 

 

①個店の特性に即した需要動向調査 

 

【目的】 

経営分析、事業計画策定などの支援を行う中で、きっかけとなる個店独自の問題点やニー

ズを的確に把握するため、その個店に最適な内容の調査を行い、事業活動の源泉となるデー

タを収集・分析し、新商品、新役務の開発や事業計画策定等に有効に活用することを目的と

する。 

 

【サンプル数】  

当該個店等の顧客、利用者（特に常連客）から１社あたり３０人程度 

 

【調査手段・手法】  

経営指導員と小規模事業者が共同で作成したアンケート票を店舗等に設置し、来店時など

に顧客に回答を依頼する。対象となる事業者の業態・特性を考慮し、有効な回答が得られる

よう工夫を行う。紙媒体、電子媒体等の選択は事業者の負担の少ない方法を選択する。 

 

 例：飲食業等の場合 

①顧客属性 ②来店理由 ③来店頻度 ④提供メニューの満足度 

⑤希望・要望 ⑥自由意見 その内容は協議の上決定 

 

【調査項目】  

調査項目については個店等の特性を最大限に考慮し、意向を加味した上で、 

また顧客の回答が負担とならないよう８項目を上限に実施する。 

 

【調査・分析結果の活用】  

調査結果は、新商品・新役務の提供や事業計画測定等に具体的に生かせるよう経営指導員
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が整理して事業者に、情報提供を行うとともに、また関連業種等に関して役に立てると経営

指導員が判断したものについては名称等を伏せた上で当情報の利用も検討する。 

 

②観光業界の ｗｉｔｈ コロナに対応した再生のためのアンケート調査 

 

【目的】 

新たな観光名所として「国営ひたち海浜公園」を中心に注目をされつつある当地域である

が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響は世界的にその状況一変させた。特に被害の大き

い観光業界においては感染症拡大防止を図りながらの新たな事業展開は必須である。当調査

により新たな事業活動、提供メニュー構築のため、アンケート調査を行う。 

 

【サンプル数】  

宿泊関係事業所の顧客、利用者（特に常連客）から１社あたり３０人程度 

 

【調査手段・手法】  

経営指導員が作成したアンケート票を市内宿泊施設に設置し利用者に対し施設利用時や

来館時などに回答を依頼する。有効な回答が得られるよう、紙媒体、電子媒体等の選択は回

答者の回答が負担の少ない方法を検討する。 

 

【調査項目】  

調査項目については、①顧客属性②宿泊目的（食、施設、団体、食事、宴会、ビジネス等） 

③コロナ禍であっても当地区で行ってみたいアクティビティ④土産物に関すること 

 

【調査結果の活用】  

調査結果は、新たな事業活動や提供メニューの構築等に活用できるよう経営指導員が小規

模事業者に対し、整理して情報提供を行うとともに、調査で確認された問題点や課題等につ

いては、必要に応じて専門家を活用しながら解決まで徹底した支援を行う。また当地域の有

益な情報として経営指導員が判断したものについては名称等を伏せたうえで関係団体にも

情報提供を行うなど横展開での活用も検討する。 

 

 

４.経営状況の分析に関すること  

 

（１）現状と課題 

 

当所では、これまで経営に関する情報提供や簡単な企業業況に関するヒアリングを行うため、

定期的な巡回訪問の実施と記帳指導や自計化の推進支援、資金調達に係る相談等を通して小規模

事業者の財務内容をはじめ、経営課題等の把握に努めてきた。しかしながら、現状の定期巡回で

は、小規模事業者が自社の課題に関して明確な認識を持っている場合が少ない上、情報提供と簡

易な業況の聞き取りのため、具体的な経営課題の抽出に至る件数は少ないのが現状であった。 

一方、資金調達相談や税務相談等による会計的な相談時において、問題の発覚した企業の業況及

び財務内容について経営指導員による経営指導や、中小企業診断士、税理士等の専門家派遣事業

も活用して、課題解決に努めているが、既に発生している問題そのものへの対処のため、明確な

経営状況の分析なきまま課題解決を進めざる得ないことも多い。 
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（２）目標 

 

支援内容 現状 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

分析件数 未実施 ５０件 ７５件 ７５件 １００件 １００件 

※分析の件数は経営指導員あたり５名×２０件 を目標とする。(令和６年度目標達成を 

目指し、段階的に実施する) 

 

（３）事業内容 

 

本事業では、現在実施している定期的巡回時において、売上・仕入・在庫・採算・従業員・事

業承継者・受注（引合）・業況・資金調達・経営上の課題等、ヒアリング項目のメニュー化を図

り、個別の経営状況や経営課題の把握を行うとともに、経営体質の強化を目的とした経営分析を

積極的に展開する。また、資金調達を必要としている事業者については、財務分析の徹底を図る

ほか、具体的な課題については、課題解決を図るべく経営指導員が四半期に１回、継続的に訪問

しアドバイスするとともに、専門家の継続的派遣を実施し、効率的・効果的な支援を行う。なお、

経営分析の結果は個別の事業計画策定などに活用する。 

 

①「経営分析」の必要性・重要性を周知のための啓発活動ツールの作成 

 

小規模事業者が自ら経営分析の必要性・重要性を理解し、自社の「強み」「弱み」や真の経営

課題に気づくこと、更に自らの意思で自身の経営分析力の向上を促すため、経営指導員が巡回・

窓口相談時及びセミナー等の機会など小規模事業者との接触のタイミングで「経営分析」の必要

性を小規模事業者に広く啓発する必要がある。その際、有効なツールとして下記のようなチラシ

を用意する。  

 

【配付対象者】  

管内の全ての小規模事業者。事業計画の策定に取り組む意思を持つ事業者を発掘する。 

 

【チラシの内容】  

経営分析の目的、取り組むことによるメリット、分析報告書の例と活用方法 

 

【特徴】  

内容が一目で分かるように、イラストやグラフや写真を多用する。 配布時に興味を抱い

ていただけるよう「自分でできる経営分析の気づき チェックリスト」を掲載。 

 

②小規模事業者発展のための第１歩「経営分析」の実施支援 

 

上述の①で経営分析による重要性、メリットなど内容を理解した小規模事業者に対し、巡回

訪問や講習会開催時、通常相談業務、特に数値的な内容を含む税務、金融、労務相談時の管内

小規模事業者との接触の機会を利用し、ヒアリングを通じて、経営指導員が個別に担当し、管

内の個別の小規模事業者の現況を把握し、経営計画の策定、課題解決につながる「経営分析」

を行う。 

  

【対象者】 

経営指導員が接触した小規模事業者のうち、自社の分析に積極的に取り組もうとする意思の

あるもの。経営指導員が分析の必要性があると認められるもの。 
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【分析項目】 

企業の基礎的な財務分析、経営方針の基礎資料となる以下項目について分析を行う。 

＜定量的分析＞ 

[財務分析]売上高・経常利益・損益分岐点・粗利益率 

(収益性、成長性、生産性、効率性、安全性) 

＜定性的分析＞ 

[非財務分析] ＳＷＯＴ分析･･･強み・弱み・脅威・機会 

 

【分析手法】 

経営支援基盤システム「ＢＩＺミル」を使用し、担当となった経営指導員が当システムの 

分析機能を活用しながら、聞き取りを行い、実施する。また簡易な分析については中小機構の 

「経営計画つくるくん」や「ローカルベンチマークツール」の活用なども利用も併せて行う。 

 

（４）成果の活用 

 

成果は当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定に活用する。業績が厳しい小規模事業

者には困窮要因（弱みの真因）を、成長志向の高い小規模事業者には成長要因（強みの源泉）を

明確にすることで、今後の経営の方向性を指標として活用する。また高度かつ専門的な分析が必

要な場合は、専門家も活用しながら、事業計画策定を支援し経営者の打つべき戦略の成功度合い

を高めていく。また分析結果を当所内のＢＩＺのシステムに入力し、情報の共有を図り、経営指

導員等のスキルアップを図り、今後の支援の基礎データとしても活用する。 

 

 

５．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

当所における小規模事業者支援は、対症療法に偏ることが多くなっている。具体的には、直面

する課題に対応するためのみの支援を行っている傾向にあり、小規模事業者のより経営に踏み込

んだ、長期的な事業計画を基にしての支援に繋がっていなかった。また、小規模事業者が事業計

画を策定するのは、創業・経営革新・小規模事業者持続化等の補助金申請に伴う場合が大半であ

った。 

 

（２）支援に対する考え方 

 

事業者にとっても、現状を把握した上で事業計画に基づいたＰＤＣＡのサイクルを回すことが

非常に重要であるという認識のもと、一過性の支援に終始することなく、その事業者に寄り添っ

た形で継続した支援を実施していく必要がある。 

小規模事業者の自立・自走による事業計画策定を行うことが、事業の持続的発展に有効かつ重

要であることの啓発を行い、自社の保有する知的資産（強み）の認識、地域経済動向調査や前項

にて行った経営状況の分析、需要動向調査等の結果を踏まえた事業計画策定を目指す小規模事業

者の掘り起こし、事業計画策定支援として以下の事業を行う。 

また、小規模事業者にとって、ＩＴの利活用が経営上不可欠なツールとなっていることから、

事業計画策定にあたっては、ＩＴの促進と定着による事業効率化の視点を踏まえるものとする。 
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（３）目標 

 

支援内容 現状 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

事業計画策定セミナーの

開催回数 
未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

参加人数 未実施 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 

上記セミナー個別相談 

参加者（３回/社） 
未実施 

５社 

（１５回） 

５社 

（１５回） 
１０社 

（３０回） 
１０社 

（３０回） 
１０社 

（３０回） 

事業計画策定件数※ 未実施 ２５件 ４０件 ４０件 ５０件 ５０件 

創業計画策定件数 ５件 ５件 ５件 ５件 ５件 ５件 

※計画策定の件数は経営分析件数の５０％を目標とする。(令和５年度目標達成を目指し、 

段階的に実施する。) 

 

（４）事業内容 

 

①事業計画策定セミナーの開催 ～事業計画策定企業の掘り起こし 

 

事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを図るため、また経営分析を行った小規模

事業者の次なるステップとして具体的な事業計画策定の入口として、事業計画のノウハウ・策

定に関するセミナーと専門家を交えた個別相談会を年１回開催する。 

具体的な事業計画策定を希望した事業者や前述の経営状況分析の結果、業績悪化や業績向上

の可能性があるなど、事業計画の策定が必要と判断した事業者には、当所から事業計画の策定

を提案し、計画策定に繋げる。 

 

【参加対象者】 

事業計画策定を目指す小規模事業者で、上記４の経営分析を行った小規模事業者の次なるス

テップとして具体的な事業計画策定予定者。個別相談会はセミナー参加が必要。 

 

【募集方法】 

 市と連携し市報への掲載、当所会報やホームページを利用して行う。 

 

【回数】 

集団セミナー1 回、個別相談会は１事業所ごと３回程度（各事業所が３回程度参加）  

 

【主なカリキュラム】  

１．計画経営の重要性、基本的な策定方法  

２．自社分析の方法と分析ワーク  

３．戦略代替案の列挙と優先順位の設定  

４．計画策定後の活用、進捗管理と計画変更に関すること 

５．個別相談会（経営指導員に専門家を加え策定する事業計画の入口支援） 

 

 【個別相談】 

セミナー受講者の継続参加が原則。また、担当経営指導員と専門家（セミナー講師）とが二

人三脚で、下記②事業計画の策定支援につなげる。 
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【他計画との連続性】 

 当事業に参加した小規模事業者は３回を超える内容など下記の②の事業計画の策定支援

やフォローアップにシームレスにつながるように計画の実施、進捗管理、再計画などフォロ

ーに繋げていく 

 

②事業計画の策定支援 

 

前項の経営の分析を行った小規模事業者に対して、次なるステップに繋げるための事業計画

の具体的な策定支援を行う。 

 

【支援対象】 

経営状況の分析を行った小規模事業者の中から、その分析に基づいた次なる行動として事

業計画策定の必要性を理解し、前向きな事業遂行の意思を有している者。また分析の結果か

ら今後の事業活動において事業計画の策定の効果が期待できる小規模事業者。計画の具体的

な着手に不安のある場合は①セミナー参加、個別相談を経由させ事業計画の完成を目指す。 

 

【手段・手法】 

地域経済動向調査、需要状況調査や経営状況分析の結果を踏まえつつ、「ＢＩＺミル」の

フォーマットを活用し、経営指導員が内容の整理、助言等を行いながら、実現性の高い事業

計画の策定を支援する。また、事業計画策定支援と合わせて、希望者等を対象に下記の目的

に応じた事業計画の策定支援も行う。 

 

○創業希望者向けの事業計画策定支援 

当所では、近隣市町村と連携し創業セミナー（１回３時間３０分）、創業スクール（９日間延

べ４８時間）を年１回開催し、毎回１５名から２０名の方が受講している。創業計画書を経営

指導員及び中小企業診断士の指導のもと策定し、受講者のうち３～４割程度の方が創業へと至

っている。今後も同事業を継続して開催して行くとともに、年間を通じて創業を希望する方へ、

創業時における総合的なアドバイスを実施し、経営指導員及び中小企業診断士の指導のもと、

創業計画書の策定を支援する。 

 

 

６．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

当所における各種事業計画策定に関する支援事業において策定後の計画実行について事業者任

せであるケースが多かった。その後のフォローにおいても、不定期での接触の機会に確認する程

度のものが多く、事業計画の遂行確認には至っていなかった。 

この事業では経営の分析から始まった小規模事業者の事業計画の実行確認、検証等を定期的に

行い、その目標の達成に近づけていけるか確認することが課題である。 

 

（２）支援に対する考え方 

 

事業計画を策定したすべての事業者が対象であるが、個々の事業計画の内容、その進捗状況に

より集中的に行うものと、ある程度経過が順調で自律を促す観点から、頻度を減らし、項目を絞

ったフォローをすべきグループとに分けたフォローアップを実施する。また計画当初と状況が大

きく変わり、企業環境、商圏などの影響により進捗に大きな隔たりが生じている場合には、担当

経営指導員との協議のうえで、また必要に応じて専門家の意見も聞きながら計画の見直しを行う

ことも視野に入れて対応していく。 
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７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

小規模事業者が新たに販路開拓を行う際に、広報戦略を策定してそれに基づいて行動し、今まで

とは違う新たな顧客の獲得に努める必要がある。しかし、事業者単独ではその重要性について認

識が少なく、またその意思があってもその有効な進め方がわからないなど、事業計画を策定して

も実現に至らない場合が多い。このため販路開拓の重要性について事業者の理解を深めるととも

に、実現性の高い手法で、その方向性を示しつつ一貫した支援を行っていくことが課題である。 

 

（２）支援に対する考え方 

 

新商品や新サービスを開発する際小規模事業者は経営理念の延長や事業者の意欲で取り組むこ

とが多いが、効果的なＰＲを行い、新たな顧客獲得につなげていく場合の技術的な手法を持ち合

わせていない場合が多い。そこで経営指導員が販路開拓の方向性を示しながら、以下の事業内容

等によって販路拡大を支援し、顧客の拡大を図るものとする。 

 

（３）目標 

 

支援内容 現状 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

①商談会・出展等支援 

対象事業者数 
未実施 ３社 ３社 ４社 ４社 ４社 

※1各商談会 

成約件数/社 
- １社 １社 ２社 ２社 ２社 

※2売上額/社  １０万円 １０万円 １０万円 １０万円 １０万円 

②ザ・ビジネスモール 

出展支援対象事業者数 
未実施 １０社 １０社 １０社 １０社 １０社 

※ザ・ビジネスモール 

成約数 
未実施 ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

③マスメディア 

プレスリリース支援 

対象事業者数 

未実施 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

マスメディア 

プレスリリース 

採択目標/社 

未実施 ３件 ３件 ３件 ３件 ３件 

※1 商談型の出店の場合 ※2 販売型の出店の場合 

 

（４）事業内容 

 

①各商談会等への出展（出店）支援（ＢtoＢ・ＢtoＣ） 

 

 事業計画策定を支援した小規模事業者の中でその計画目的達成の一助となる商談会（以下の商

談会等を想定）を経営指導員が選定、参加を促し、出展（出店）の支援を行い、売上拡大、販路

拡大（成約件数の増加）の達成を図る。 

 

■想定される出店先・商談会等 

Ⅰ 茨城センス（県アンテナショップ）出店支援（ＢtoＣ） 
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厳選された茨城のいいもの、センスある名品が並ぶ有楽町にあるセレクトショップ。 

来場者数は 15 万人（1 年間）。 

 

【Ⅰの支援対象者】 

経営分析を行い、事業計画を策定した小規模事業者で当計画遂行にあたって特に「ひたちな

か」の地域資源を有効活用し、広域、特に都市部での販路での展開が有効と思われる小規模

事業者。 

 

Ⅱ 関東５県ビジネスマッチング商談会（ＢtoＢ） 

茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉県の関東５県が連携して開く東日本最大級の広域商談会 

・平成３１年度開催実績････会場：東京ビッグサイト 

発注１４３社 受注２２５社（主催５県開発公社） 

 

Ⅲ 日本政策金融公庫主催 「全国ビジネス商談会」（ＢtoＢ） 

・平成３１年度開催実績････会場：パシフィコ横浜 

９６１社 大手企業３１社出展 

 

Ⅳ めぶきＦＧ主催 「ものづくり企業フォーラム 技術相談会」（製造業対象）（ＢtoＢ） 

・平成３１年度開催実績･･･会場：つくば国際会議場（当県含め３００社以上出展） 

 

【Ⅱ～Ⅳの支援対象者】 

経営分析を行い、事業計画を策定した小規模事業者で当計画遂行にあたって広域な商談が有

効と思われる小規模事業者。 

 

【支援の手段・手法】 

出展（出店）に至る過程において事前の出店までの事務手続きなど細かな項目を含めて支援を行うと

ともに事後についても関係が持てた企業や顧客等との継続的な繋がりを確実なものにし、商談成立や売

上増等の目標を達成できるよう支援する。 

 

【当事業における効果】 

 事業計画の遂行にあたって必要とされる販路開拓を伴走してきめ細やかな支援を行うことに

よって、商談の成立にからの受注増による売上、利益の増加を図る。 

 

②ＩＴ活用による販路開拓支援  「ザ・ビジネスモール」 出展支援（ＢtoＢ） 

 

全国の商工会議所・商工会が運営する商取引総合サイト「ザ・ビジネスモール」を利用した 

ＩＴによる販路開拓を支援する。ネット上に拠点を構築することで小規模事業者の情報発信力強

化と付加価値を高め、ＢtoＢの販路拡大、商機拡大を支援し、当地区に限らない広範囲な販路拡

大のきっかけとする。ＩＴ関係の操作を苦手とする小規模事業者を経営指導員が初期登録から一

連の作業を丁寧にサポートする。 

 

【支援対象者】 

経営分析を行い、経営計画を策定した小規模事業者で当計画遂行にあたってネット上での展開

が有益と思われる小規模事業者。販売品目の性質上、ネット上での展開が必要と判断されるＩ

Ｔを苦手とする小規模事業者。 

 

【支援の手段・手法】 

インターネットへ掲載内容の精査、具体的データ作成支援、アップロード、その後のサイト運

営や継続に関する伴走的な支援をおこなう。 
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 【事業の効果】 

インターネット上に拠点を確保することよる、情報発信力強化と今までにない販路の拡大が期

待できる。 

 

③マスメディアを使ったプレスリリース支援（ＢtoＢ・ＢtoＣ）  

 

小規模事業者は、新商品・新サービスを開発しても、その周知方法に関して、認識不足や効果的

なチャンネルが少ないことから十分な周知活動を行うことができない場合が多い。そこで事業計

画等の策定等で具体的な新商品や新サービスを開発した小規模事業者の計画遂行の完成度を高

めるための手段として、茨城県の記者クラブなどのマスコミへ情報提供を行い、“街の話題”と

して広く周知させる。経営指導員が、新商品・新サービスの内容等を整理し、波及効果の高い広

報素材を共同で作ることで効果的な広報を行い、小規模事業者の販路拡大に資するものとする。 

 

【支援対象者】 

経営分析を行い、経営計画を策定した小規模事業者で当計画遂行にあたって地方マスメディ

アを使っての展開が有効と思われる小規模事業者。 
 

【支援の手段・手法】 

公表データの作成支援（情報の精査等）、進め方に関し、継続的に支援をする。また、広報実

施後の効果測定も併せて行い（掲載記事数、消費者からの反応等）、事業者にフィードバックす

るとともに今後の事業展開に活用する。 

 

【事業の効果】 

 計画された事業が、“街の話題”として扱われることにより、その対象顧客へのＰＲだけでなく、

他の事業者や、異業種など新たなコラボレーションを生む可能性が期待できる。 

 

 

８．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

  

（1）現状と課題 

従来の各事業においては、「ひたちなか市産業活性化戦略会議」の中で実施における問題点と

次年度以降の課題等の列挙を行い、評価及び検証を行っているが、小規模事業者の支援に関す

る内容においては詳細な評価を行ってこなかった。小規模事業者の発展のため、その評価を行

い、今後につながる仕組みを構築する必要がある。 

 

（２）事業内容 

 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証を 

行う。 

 

○４半期に 1回「中小企業相談所連絡会議」において事業の進捗状況について確認する。 

 

○ひたちなか市経済環境部や法定経営指導員、外部有識者の市内金融機関等によるひたちなか

市産業活性化戦力会議の中に経営発達支援計画の評価を含めて年１回開催し、事業の実施状況

及び成果ついて報告し、評価を受け、上述の中小企業相談所連絡会議においての評価結果に基

づく見直し案を策定する。その後当所正副会頭会議において、事業の成果及び評価を委員会の

結果として報告し、見直し案について説明を行い、承認を受ける。 

 



- 26 - 

 

 

 

〇事業の成果、評価、見直しの結果は当所ホームページにおいて公表し地域の小規模事業者が 

常に閲覧可能な状態にする。 

 

 

９．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

職員の資質向上については、毎年実施される、茨城県内経営指導員等研修会をはじめとする各

研修や各業務上の上位団体等が主催する、定期的かつ、新規の改正項目がある場合のスポット研

修会に各業務担当が参加し、知識の習得と資質の向上を図ってきた。また実践的な経営指導を実

施するに当たり、相談事業者から受けた課題解決のため、各支援機関からの助言提案等に付随し

て知識習得と資質向上を図ってきた。しかし、これらの方法では、職員間での共有化の具体的な

仕組みが無かったため、知識が担当職員にしか蓄積されず、また、実践的な部分での知識習得で

は問題点の多い課題に偏った知識となり、全体的な視点に欠ける場合が多かった。 

そこで、企業支援に携わる職員に限らず、全職員が広い範囲で知識の習得、資質の向上を図る

ため、以下の事業を実施し、その共有を図る必要がある。 

 

（２）事業内容 

 

①関係支援機関等の開催する研修会への参加と支援ノウハウ等の共有化 

毎年実施される、茨城県商工会議所連合会主催「経営指導員等研修会」や中小企業庁主催「小

規模事業者支援人材育成支援事業個社支援型研修」等に対し企業支援の資質向上のため、経営支

援にかかわる職員を積極的に参加させるとともに、参加した職員が講師となって所内で勉強会を

開催することで、受講内容や研修の成果を、企業支援に係わる全職員に対し情報提供及び共有す

る。また日本政策金融公庫、茨城県信用保証協会、太田税務署などが開催する研修会に担当職員

が参加し、当該業務の知識の習得を図るとともに法改正や新制度の情報など研修において習得し

た内容等について、受講内容を情報ごとにファイリングすることによって容易に必要な情報を取

り出せるよう、全職員に対し共有を図る。さらに、当所が主催する中小企業、小規模事業者向け

セミナーに対しても企業支援にかかわる職員に限定せず、全職員を対象として積極的な参加を促

し、職員の企業支援の資質向上を図る。 

 

②ＯＪＴや専門家随行による実践型スキルアップ 

経験年数の浅い経営指導員等経営支援担当職員に関しては、経営指導を行う際にベテラン経営

指導員等に同行または意見交換を行いながら、専門知識の習得と経営支援能力の向上を図る。経

営分析や事業計画の策定等で、小規模事業者支援に当たりその専門家に依頼する場合、派遣する

専門家による支援実施時に経営支援担当職員が同行し、実践を通して専門知識の習得と経営支援

能力の向上を図る。 

 

③ＷＥＢを使った研修の活用 

 現在「ひたちなか商工会議所ＷＥＢセミナー」を通して様々なジャンルのセミナーを配

信している。本セミナーは、事業者の基礎知識の習得が主な目的であるが、小規模事業者の

支援にあたる職員にとっても大いに役立つものであるため、職員が知識の習得に合わせ計画的に

受講する。また日本商工会議所のオンラインで研修のできる「経営指導員等ＷＥＢ研修」を全職

員で受講し、基礎知識の底上げを図る。 

 

④データの電子化による情報共有 

本事業計画に従い支援を行った内容について、当所において日常の各種経営支援実施後に入力
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している事業所管理システムや、「ＢＩＺミル」などで策定した事業計画などにおいて、データ

ーベース化することにより、その情報を他の経営指導員が確認できるようにし、その共有化を行

い、小規模事業者の継続的、段階的支援に活用する。また、特に高度または特徴的な支援事例に

ついては電子ファイルにより、経営指導員間で共有し経営指導員全体のスキルアップを図るとと

もに、今後の支援方針を検討する材料とする。 

 

１０．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

  

（１）現状と課題 

これまでの他支援機関との連携については、主に経営指導員が相談案件に応じて随時支援を求

める形でノウハウ等の情報交換が行われていたが、定期的な情報交換などは他支援機関主催の

会議等に関係担当者が出席するのみで十分な連携、情報交換ができない状態であった。 

 

（２）事業内容 

下記会議の出席を通じてノウハウ等の情報交換習得の機会とする。また出席者を担当者に

固定することなく、支援担当者が交代で出席し、広くノウハウ習得のチャンス拡大を図る。 

 

①ひたちなか市連絡調整会議(年１２回) 

ひたちなか市との定期的な連絡調整会議であり。会議所と市との情報交換の基礎となってい

ることから、今後も定期的に開催し、小規模事業者支援の方向性を共有し、また課題解決策の

検討等を行う 

 

②日本政策金融公庫「マルケイ連絡協議会」(年１回)  

 日本政策金融公庫水戸支店管轄の「マルケイ」を中心とした関係商工団体の会議であり、他

団体の支援状況や抱える課題・問題点など当所にとっても役立つ情報も多いことから、今後も

定期的に参加し、担当職員の金融支援等のノウハウ向上を図る。 

 

③茨城県信用保証協会「商工団体保証業務連絡会議」(年１回)  

当県の信用保証協会と県内商工団体との連絡会議であり、直近の県内の金融情勢や他団体に

おける支援状況など参考になる意見も多いことから、今後も定期的に参加し、担当職員の金融

支援等のノウハウ向上を図る。 

 

④茨城県よろず支援拠点「茨城県連携パートナー研修会」(年１回)  

茨城県よろず支援拠点の連携パートナー研修会であり、様々な支援機関が集まっていること

から支援機関同士の人脈形成が期待できる。また、「このような時どこに相談するのか？」とい

う支援業務や・連携を行う上で最も重要知識・ノウハウを習得できる場であることから、今後

も定期的に参加し、経営支援のノウハウ向上を図る。 

  

上記諸会議の出席により各機関が把握している地域経済動向や業種ごとの需要動向などの情

報交換を行い、小規模事業者の支援に活用してゆく。 

 

１１．地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 

 

（１）現状と課題 

 

①中心市街地の低迷 

中心市街地の低迷は当地区においても例外でなく、その活性化が必要である。少子高齢化に

よる廃業や大型店進出による商圏の移動など様々な複合的な要因がある 

 

②地域特産品を生かした活性化 
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当市には肥沃な大地からとれるさつまいもを使用した「ほしいも」や、太平洋岸に面した地

形を生かし発展した水産加工品の蒸しダコなど、地域資源の豊かな地域でもある。それらを最

大限活用すべく、それらを生かした活性化策が求められている 

 

③国際観光都市への対応 

当市には現在、国際的にも注目を浴びている「国営ひたち海浜公園」により、そのインバウ

ンド(訪日外国人)が増加傾向にある。この大きなビジネスチャンスを当市の経済活性化につな

げることは当地区の小規模事業者にとって大きな課題であったが、新型コロナウイルス感染症

拡大により新たな生活様式に基づく事業の企画立案が重要である。 

 

このような地域の課題に対し、ひたちなか市や関係諸団体と連携を図りながら以下の事業を

実施している。 

 

（２）事業内容 

 

①中心商店街活性化に関する取り組み 

当所が中心となり、以下の取り組みを定期的に実施することにより、地域の関係者間で、今

後の中心市街地活性化や地域のにぎわい創出のための具体的な方策等について協議を重ねて

いく。 

 

○勝田ＴＡＭＡＲＩＢＡ横丁 

当所が中心となって地域活性化のために平成２７年４月に設立したひたちなかまちづく

り(株)が商店街活性化イベント「勝田ＴＡＭＡＲＩＢＡ横丁」を開催。当市の勝田駅前商店

街のにぎわいの創出を図り、この他商店街イベント事業として「おもてまち七夕まつり」「ひ

たちなかドリンクラリー」など市・諸団体と連携して開催されている。 

 

○那珂湊地区 ドゥナイト・マーケット 

当所内部団体ひたちなか小売商業経営研究会の有志が実行委員会を立ち上げ、毎月実行委

員会開催している。旧那珂湊地区地域活性化のため毎月第３土曜日に実施されるイベント。 

 

○駅前イルミネーション事業 

当所が中心となって各駅近隣の商店街、事業者等にて構成される組織により企画・運営さ

れ、開催に関し、２回ほど実行委員会開催されている。年末から年始にかけて事業者市内に

あるすべての駅（JR勝田駅・佐和駅、ひたちなか海浜鉄道湊線那珂湊駅）において実施され

る駅前のイルミネーション事業。冬のまちのにぎわいの創出に寄与している。 

 

○中心商店街の空き店舗対策及び創業支援 チャレンジショップ事業 

当所、商店街、市、専門家等によって構成されるチャレンジショップ委員会により実施さ

れ中心商店街の空き店舗対策及び創業支援として、「チャレンジショップ事業」を実施。商

店街における空き店舗の斡旋及び専門家による２月に１回の定期的な経営指導を実施して

いる。 

 

○コミュニティ交流サロン事業 

当所、商店街、市、専門家によって構成される委員会によってコミュニティ交流サロン「ま

ちかど交流館ふらっと」「まちの駅チーム３７１０屋（みなとや）」の運営を行い、毎月１回

の実行委員会を開催している。中心商店街のにぎわいづくりとコミュニティ創出を図ってい

る。 

 

②特産品の活用による活性化 

当所が中心となり、以下の取り組みを定期的に実施することにより、地域の関係者間で、今
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後の地域の特産品を活用した地域おこし、まちおこしに向けた具体的な取り組み等について協

議を重ねていく。 

 

○「ほしいも魅力発信プロジェクト」 

～地場産品「ほしいも」を利用したまちおこし。 

当地での地場産品「ほしいも」をモチーフにした事

業。当所や地域の生産者、学識経験者によって設立

された「ほしいも学校」の活動や関連スイーツの開

発、ほしいも神社の建立の他、インバウンド客への

対応などを行い、「ほしいも」を当地域の資源とし

てブランド化し、集客の拡大と観光消費に貢献して

いる。令和２年２月１３日に「ほしいも魅力発信プ

ロジェクト」による独創的な地域活性化に取り組んだ

功績「全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞」を受

賞している。 

 

○地域おこし事業(名産品発掘事業) 

 豊富でおいしい地域の食材を使用した新たな名産品を地元事業者と連携し企画開発す

るとともに販路開拓に向け積極的な宣伝活動等を行う。 

 ※開発商品の例 「勝つ！サンド」(カツ)「みなとのたこめし」(タコ)「ほっし～も」 

（ほしいも）「イチゴダッベ」（地元産いちご）「ちちんぷりんぷりん」（地元産の養鶏卵） 

「幸福の黄色いスタミナ」(地元食材使用) 

 

○魚食普及事業 加工高日本一のタコ等、水産加工品の活用 

当所の要望活動により平成２８年３月に魚食普及推進条例が制定された。それらの普

及促進のため、当地域の水産加工業者、飲食店、宿泊業者が中心となって組織された「タ

コ日本一 魚のおいしいまちひたちなか推進協議会」が年４回ほど会議を行い、水産物の

消費拡大を通じた、観光推進や地域活性化を図っている。特に当市はタコ加工品の生産

が日本一であることから、そのＰＲとして、市主催の魚食普及のセミナーや、魚食推進

のための講演会及び「タコ焼きフェス」を開催している。秋の祭り「みなと産業祭」に

おいては「世界タコ焼きグランプリ」（世界各国の創作タコ焼きで競い合う）を開催する

など、積極的な事業を推進している。 

 

③インバウンドに向けた取り組み 

 

当市においては増加するインバウンドへの対応が急務であり、平成３０年１２月当所の観光

関係部会の主導により地域観光関連事業者、交通関係事業者（鉄道、港湾関連企業）ひたちな

か市等２６名で構成される「ひたちなか市インバウンド推進協議会」を立ち上げ、その対応に

当たっている。 

主な事業としてインターンシップ交流の推進・クルーズ船の常陸那珂港寄港への対応・インバ

ウンド受け入れ環境の整備などがある。 

 

④海外展開企業の支援 

 

 当所の取組みとして、北米販路開拓に向け米国ロサンゼルスの、現地コンサルタントを通じ

ながら販路開拓支援や展示会・商談会の周知、出展への支援を行っている。また、ＡＳＥＡＮ

等への進出の足掛かりとして、平成３０年８月に経済成長が著しいフィリピンのダバオ市にあ

るミンダナオ日本人商工会議所と令和元年１１月にはダバオ市商工会議所と友好協定を締結し

海外展開を目指す企業に対し支援を行っている。 

 

黄金の鳥居のほしいも神社 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和 4年 4月現在） 

（１）実施体制 

  経営発達支援計画の事業を遂行するため、ひたちなか市経済環境部と連携を図りながら経営指導

員を中心に補助員、記帳専任職員、記帳指導職員、一般職員等が連携し小規模事業者の支援を実

施する。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

法定経営指導員１名を含む５名の経営指導員を中心に、ひたちなか商工会議所「経営発達支

援事業実施グループ」において経営発達支援事業の実施にあたっては、企業支援部を主体とし

た実施体制をとり、そのうち法定経営指導員を含む経営指導員 5 名を事業遂行の中心的位置づ

けとし、ひたちなか市経済環境部と共同体制をとり取り組んでいく。経営指導員以外の補助員

等においても、当該事業の実施体制の一員であることを常に意識して事業の推進に努める。 ま

た、地域経済の活性化に資する取組など、経営発達支援計画における経営発達支援事業以外の

事業については、総務部も含めた全職員により取り組んでいく 

 

（2）法定経営指導員の関わり 

  

 ①法定経営指導員の氏名、連絡先 

 

■氏 名：大槻 智  那珂湊支所企業支援課 

  ■連絡先：ひたちなか商工会議所那珂湊支所 TEL：029-263-7811 

  

②経営発達支援事業の実施、実施に係る助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・見直しを 

する際の必要な情報の提供等を行う。 

 

専務理事 

企業支援部 事業部 那珂湊支所 

経営指導員 3 名 

補助員 1 名 

記帳専任職員 1 名 

記帳指導職員 2 名 

 

事業推進課 

経営指導員 1 名 

一般職員 3 名 

嘱託職員 1 名 

臨時職員 2 名 

 

総務企画課 

一般職員４名 

嘱託職員１名 

臨時職員 2 名 

企業支援課 

法定経営指導員 1 名 

記帳指導職員 2 名 

一般職員 1 名 

臨時職員１名 
 

事務局長 

総務部 

ひたちなか市  

経済環境部 

企業支援課 

【経営発達支援事業実施グループ】 

那珂湊支所長 

那珂湊副支所長 中小企業相談所長 事務局次長 
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（3）連絡先 

   ○ひたちなか商工会議所 企業支援部 企業支援課 

〒３１２-８７１６ 茨城県ひたちなか市勝田中央１４番８号 

    TEL：０２９-２７３-１３７１  FA×：０２９-２７５-２６６６ 

    ｅ-mail：info@hcci.jp 

   

○ひたちなか商工会議所 那珂湊支所 企業支援課 

〒３１１-１２４４ 茨城県ひたちなか市南神敷台１７－６ 

TEL：０２９-２６３-７８１１  FA×:０２９-２６３-６８５９ 

ｅ-mail：minato@hcci.jp 

 

○ひたちなか市 経済環境部 商工振興課 

〒３１２-８５０１ 茨城県ひたちなか市東石川２丁目１０番１号 

TEL：０２９-２７３-０１１１  FA×：０２９-２７６-３０７２ 

ｅ-mail：shokou@city.hitachinaka.lg.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

必要な資金の額 ３１，２７０ ３１，２７０ ３１，２７０ ３１，２７０ ３１，２７０ 

 

講習会開催費 

金融相談費 

経営革新事業費 

経営安定特別相談事業費 

経営力アップ事業費 

専門家派遣事業費 

調査研究事業費 

 

 

（地域経済活性化関する部分） 

まちづくり事業費 

モノづくり事業費 

地域おこし事業 

駅前イルミネーション事業費 

チャレンジショップ事業費 

コミュニティ交流サロン事業費 

魚食普及事業費 

 

 

 

６２０ 

１，６２０ 

５５０ 

４４０ 

４，５５０ 

２，８９０ 

４０ 

 

 

２，４４０ 

１，９２０ 

３，９１０ 

５，４２０ 

１，２７０ 

４，７５０ 

８５０ 

 

６２０ 

１，６２０ 

５５０ 

４４０ 

４，５５０ 

２，８９０ 

４０ 

 

 

２，４４０ 

１，９２０ 

３，９１０ 

５，４２０ 

１，２７０ 

４，７５０ 

８５０ 

 

６２０ 

１，６２０ 

５５０ 

４４０ 

４，５５０ 

２，８９０ 

４０ 

 

 

２，４４０ 

１，９２０ 

３，９１０ 

５，４２０ 

１，２７０ 

４，７５０ 

８５０ 

 

６２０ 

１，６２０ 

５５０ 

４４０ 

４，５５０ 

２，８９０ 

４０ 

 

 

２，４４０ 

１，９２０ 

３，９１０ 

５，４２０ 

１，２７０ 

４，７５０ 

８５０ 

 

６２０ 

１，６２０ 

５５０ 

４４０ 

４，５５０ 

２，８９０ 

４０ 

 

 

２，４４０ 

１，９２０ 

３，９１０ 

５，４２０ 

１，２７０ 

４，７５０ 

８５０ 

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

 

調達方法 

国、県、市からの補助金・委託費及び商工会議所会費収入、事業参加費をもって。必要な資金に 

充てる。 

 

 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する事項 

連携する内容 

 

 

 

 

 

 

 

連携者及びその役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




